
回答 回答日

実施要領

実施要領 8 (4) ウに「グロービス社が提供するプログラムに要する費用につ

い ては、12,000,000 円(税込)とすること」と記載がありますが、こちらは

グロービス社への支払金額がこの金額で固定という認識で合っておりますで

しょう か？ また、1 講座あたりの単価は按分した 4,000,000 円(税込)とい

うことで合ってお りますしょうか？積算時に、a,b と c で分ける際の配分を

お教えいただければと 思います。

 提示いたしました12,000,000円（税込）については、株式会社グロービス

が提供するプログラムの実施に要する費用（企画料及び講師料）として設定し

たものであり、固定金額として考えてください。ただし、企画料及び講師料以

外の経費（講師旅費等）は別途発生いたします。

 積算時の按分については、それぞれの内訳上限額に当てはまれば特に指定は

ありませんが、a及びbはそれぞれ3日程度の開催に対して、cは2日程度の開催

の予定ですので、日割りで按分していただいてもかまいません。
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